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公明党

蔓延防止等重点措置が3月21日で解除され、3回目のワクチン接種も順調に

進捗しています。小児用ワクチンの接種もはじまっており、一日も早いコロ

ナの収束を願うばかりです。３月議会では公明党の「代表質問」に私が登壇

しましたので、この概要についてお知らせします。

１) 新型コロナウイルス感染症対策

①小児ワクチンの接種体制

着実に摂取を進めるために、小児や保護者に

理解を深めてもらう施策が必要。その具体策は。

→ ３月７日より接種開始します。副反応などについ

てホームページでご案内しております。

②介護施設などの訪問接種

クラスター防止のために、高齢

者施設への訪問接種を進めるべき。

→ ２月より巡回接種をはじめています。早期に高

齢者施設が 100％となるよう努めてまいります。

③在宅支援（配食サービスなど）

県が行っている配食サービスは配達まで３日

かかっている。松戸市での対応は。

→ 県の配食までの期間、ネット購入などができな

い方へ松戸市でも物資の配達など対応しています。

④感染症対策に関する業務継続計画（BCP）

感染症へ対応したBCPを作成すべきでは。

→ 感染症BCPは作成しておりますが、想定外の

業務（緊急の給付金対応・保健所への応援）もあり

柔軟な対応ができるよう見直しを行ってまいります。

質 問

いとう英一の3月議会

代表質問内容

２) 子育て

①ヤングケアラー

実態をつかむのが難しいヤングケアラーにつ

いて松戸市ではどのように把握していくのか。

→ 現在市内で８名を把握しております。令和４年

度は県が実態把握を行うため、連携して対応してま

いります。

②待機児童解消と送迎保育ステーションの拡充

送迎保育ステーションの増設と幼稚園への連

携、更なる保育ニーズへのきめ細やかな対応を

どのように考えているのか。

→ 小規模保育施設から幼

稚園への推薦制度の導入に

よる情報連携、送迎保育ス

テーションの拡充など着実に実施してまいります。

③子ども医療費の対象者拡充

令和４年４月より子ども医療費の対象年齢が

高校３年生までに拡大されるが、拡大される年

代は償還払いとなる。これまで同様、全ての年

代が現金200円の窓口払いにできないか。

→ 県内保険診療機関の

システム改修の費用な

ど課題が有りますが、

関係機関と調整を進め

てまいります。

質 問
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３） 地域共生社会の構築

①自殺対策

相談支援体制をどのように拡大するのか。

→ 精神保健福祉士などの専門職を専任職員とし

て配置し、SNS相談などで支援を行ってまいります。

②高齢者のオンラインによる「通いの場」

コロナ禍によりオンラインにより「通いの

場」が運営されているが、今後の展望は。

→ オンラインでの交流ができることにより孤立化

防止につながっており、今後も推進してまいります。

③地域共生社会の実現に向けた取り組み

「まつどDEつながるステーション」の状況は

→ 市内３ヶ所の地域で実行委員会が立ち上がりま

した。 着実に推進してまいります。

質 問

市内全小学校に特別支援学級

令和４年４月より松ヶ丘小学校ほか３校に、

特別支援学級が新たに開設されます。

これにより市内の小学校

全45校に特別支援学級が

設けられることとなります。

宮前アンダーパスの水位表示

４） 魅力的なまちづくり

①新拠点ゾーン整備基本計画

国から用地払い下げの手順について。

→ 事業認可取得、仮換地指定、

財務省への土地取得要望となり、

令和４年度中の取得を目指してまいります。

②都市計画マスタープランの市街化調整区域

市街化調整区域に「土地利用方針」を定める

が、いつまでに定め公表する予定なのか。

→ 他市では 3～４年掛けていますが、スピード感

をもって対応してまいります。

質 問

５） 災害対策

国土強靭化対策の推進

全庁横断的とあるがその基本方針と、気象防

災アドバイザーの活用は。

→ 毎年事業進捗を確認し

進めると共に、気象防災ア

ドバイザーについても研究

を進めてまいります。

質 問

５） 教育長の教育施策方針

①学校教育における「基盤の再考」について

「個別最適な学び」と「協働的な学び」という

対立的な学習に対してどのように考えるのか。

また「学年担任制」「教科担任制」の導入につ

いてどのように進めるのか。

→ 従来の学習集団の「学級」という枠にとらわれな

い取り組みの工夫を推進します。学年担任制は学

年担当の全教員が担当学年の生徒全員を支援し

ていく指導体制です。生徒が発する小さなサインや

変化を早期に発見しやすくなり、生徒も話しやすい

教員へ相談しやすくなる、など期待される効果が多

数あります。

②教員の負担軽減（給食費の公会計化）

給食費を公会計化することによる教職員の負

担軽減以外のメリットは

→ 市内の23金融機関で引落しが可能となります。

手数料は市が負担します。

③ICT活用について

「ICT の活用につ

いてメリットを検証」

とあるが、その詳細は。

→ タブレット機能、学習意欲の向上などを検証し、

メリットを児童生徒が得られるようにしてまいります。

質 問


